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「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、3月5日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を一部改定することを決議しまし

たので、改定後の内容を下記のとおりお知らせいたします（改定箇所を下線で示しております）。 

 

記 

 

内部統制システムの整備に関する基本方針 

 

当社は、すべての役職員が職務を執行するにあたっての基本方針として、経営理念を定めております。 

【経営理念】 

「東京センチュリーグループは、高い専門性と独自性を持つ金融・サービス企業として、事業の成長に挑戦するお客さまと

ともに、環境に配慮した循環型経済社会の実現に貢献します。」 

 

当社は、この経営理念の下、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、

以下のとおり内部統制システムを構築しております。今後とも、内外環境の変化に応じ、これを整備してまいります。 

 

１．取締役および従業員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

当社は、企業が存立を継続するためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であるとの認識のもと、すべての役職員

が公正で高い倫理観に基づいて行動し、広く社会から信頼される経営体制の確立に以下のとおり努めております。  

① チーフ・コンプライアンス・オフィサーと総合リスク管理部コンプライアンス室を中心に、「コンプライアンス・プ

ログラム」に従ったコンプライアンスの推進、教育、研修の実施を行っております。 

② すべての役職員は、企業行動規範の基本原則である「コンプライアンス・マニュアル」を通じてその精神を理解し、

一層公正で透明な企業風土の構築に努めております。 

③ コンプライアンスに関する相談や不正行為等の通報のために、常勤監査役および社外の法律事務所を含めた複数の 

窓口を設置し、通報者の保護を徹底した内部通報制度を運用しております。 

④ 反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織的にかつ毅然とした対応をすることを基本的心構えとし、反社会的

勢力との一切の関係を遮断しております。 

また、当社の取締役会は、社外取締役を含む取締役で構成され、法令・定款・取締役会規則で定められた事項につき審

議、意思決定を行うとともに、取締役および執行役員の職務の執行を監督しております。 
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さらに、当社は、社長直轄の監査部を独立した組織として設置し、当社およびグループ会社に対し定期的に実施する内

部監査、内部統制評価を通じて、会社の業務実施状況の実態を把握し、すべての業務が法令、定款および社内諸規程に準

拠して適性・妥当かつ合理的に行われているか、また、会社の制度・組織・諸規程が適正・妥当であるかを公正不偏に調

査・検証することにより、会社財産の保全ならびに経営効率の向上に努め、監査結果を社長（経営会議）および取締役会

に報告しております。        

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

当社は、取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が職務権限規程に基づいて決裁した文

書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令および「文書取扱規程」等に基づき、定められた期間保存し

ております。 

また、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である ISO27001 の認証を取得し、規格の求める水準を維持

して情報の管理を行っており、取締役および監査役が必要な情報を入手できる体制を構築しております。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社は、様々な損失の危険に対して、危険の大小や発生可能性に応じ、事前に適切な対応策を準備する等により、損失

の危険を最小限にすべく組織的な対応を以下のとおり行っております。 

取締役会は、当社の適切なリスク管理を行うため、「リスク管理の基本方針」を定めております。  

当社に係るリスクを全体として把握・評価し、必要に応じ定性・定量それぞれの面から、適切な対応を行うため、総合

リスク管理委員会を設置し、同委員会規程に基づき、総合的なリスク管理を実施しております。リスク管理に関する体制、

方法等については、総合リスク管理委員会の審議を経て経営会議において、「総合リスク管理規程」に定めております。総

合リスク管理委員会は、当社全体のリスク量やリスク管理の状況等について、定期的および必要に応じて、経営会議、取

締役会に報告しております。また、リスク管理の有効性に関して、検証・評価し、不断の見直しを行っております。 

 

① 信用リスクについては信用リスク管理委員会を設置し、同委員会規程に基づき、基本方針を定め、信用リスクの計

量、管理を行っております。また、大口案件や、新種スキーム案件等の複雑な判断を要する案件については、案件

審査会議を設置し、同会議規程に基づき審査・決裁しております。 

② 金利変動、為替変動等の市場リスクおよび資金調達に係る流動性リスクについては、ALM 委員会を設置し、同委員

会規程に基づき、資金の運用と調達の総合的な管理を実施しております。 

③ 株式等の投資リスクについては、経営会議および取締役会において、投資方針や投資状況等の管理を行っておりま

す。 

④ 不動産、船舶、航空機、自動車等の資産価値を有する物件の「ものにかかわるリスク」については、各リスク所管部

にて管理するとともに総合リスク管理委員会において、リスク量やその状況等の管理を行っております。 

⑤ 情報セキュリティリスクについては、「情報セキュリティ基本方針」、「個人情報取扱規程」、ISO27001 等に基づき管

理を行っております。 

⑥ システムリスク、事務リスクについては、IT・事務戦略委員会を設置し、同委員会規程に基づき、当社の IT 戦略、

IT投資、事務体制等を審議しております。 

⑦ その他オペレーショナルリスク全般については、総合リスク管理部がリスクの抽出・計量化、対応策の見直し等を行

うとともに、総合リスク管理委員会において、総合的な管理を実施しております。 

 

また、大規模災害をはじめとした危機事象が発生した場合の対応体制等については、総合リスク管理委員会の審議を経

て経営会議において、「危機対策規程」および「事業継続計画規程」に定めております。 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社は、取締役の職務執行の効率性を確保するため、以下の体制を構築しております。 

① 取締役の職務権限と担当業務を明確にするとともに、執行役員に対し業務執行権限を委譲し、取締役の職務執行の
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効率化を図っております。 

② 社長の諮問機関として経営会議を設け、取締役会の議論を充実させるべく重要な事項について事前審議を行うとと

もに、取締役会から委譲された権限の範囲内で当社業務の執行および施策の実施等について審議し、意思決定を行

っております。 

 

５．当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制 

当社は、「関係会社管理規程」、「コンプライアンス管理規程」に基づき、以下のとおり主要な子会社および主要な関連

会社に対する適切な経営管理を行っております。 

① 当社グループ会社は、「関係会社管理規程」が定める年度計画、予算、決算等の一定事項について、当社に事前協議

を行い、当社の指示または承認を得るものとし、また、営業概況等の所定の事項については定期的に、重大なリス

クが発生した場合はその都度速やかに、当社へ報告する体制としております。また、当社の役職員が当社グループ

会社の取締役を兼務して経営の助言を行うことにより、当該グループ会社の取締役等の職務執行が効率的に行われ

ることを確保するなど、グループ会社に対する適切な経営管理を行う体制としております。 

② 当社の連結対象グループ会社は、共通の経営理念と企業行動規範の下、「コンプライアンス管理規程」に則り、当社

と同様に、グループ各社コンプライアンス責任者を配置しております。その管理については、当社社長の委嘱を受

けたチーフ・コンプライアンス・オフィサーが総括的に行っております。コンプライアンス等に関する相談、通報

については、当社窓口を直接利用することができる体制としております。 

③ 当社は、内部統制委員会を原則 3 ｹ月毎に開催し、当社グループの内部統制システムの浸透、定着を図っておりま

す。 

④ 当社が定めた情報セキュリティに関する規程、個人情報取扱規程等の諸規程は、グループ会社にも適用し、当社の

監督を受ける体制としております。 

 

６．財務報告の適正性を確保するための体制 

当社は、信頼性のある財務報告の開示を通じ、投資家やお取引先の皆さまに適正な財務情報を提供していくことが、社

会的な信用の維持・向上を図るうえでの企業の責務と認識しております。このような信頼性のある財務報告の重要性に鑑

み、当社では、財務報告の基本方針を定め、 

① 内部統制委員会の設置 

② 財務報告の信頼性を確保するための業務運営 

③ 適正な会計処理の実施 

④ 内部統制報告書の開示 

に取り組み、財務報告の適正性を確保しております。 

 

７．監査役の職務を補助する従業員について 

当社は、監査役の下に監査役室を設置し、室員として監査役の職務を補助する従業員を他部署との兼務で配置しており

ます。 

 

８．前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項 

監査役室に配置する従業員の人事異動および考課については、事前に監査役の同意を得ることとする等、取締役からの

独立性を確保しております。 

 

９．監査役の職務を補助する従業員に対する、監査役の指示の実効性の確保に関する事項 

監査役の職務を補助する従業員が行う当該業務に関する指揮命令権は監査役に属するものとしており、監査役の当該従

業員に対する指示の実効性を確保しております。 
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10．取締役および従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

当社は、当社およびグループ各社の役職員が各監査役に報告を行うことを確保するため、以下の体制を構築しておりま

す。 

① 監査役は、取締役会のほか、経営会議、案件審査会議、ALM 委員会等に出席し、重要な報告を受ける体制として

おります。 

② 相談・通報制度による通報、不正事故や大規模災害等の危機事由等が発生した場合についても、担当役員が社長へ

報告すると同時に監査役へ報告することとしております。また、相談・通報制度による通報に関しては、常勤監査

役が社内窓口の一つとなっております。 

③ 当社およびグループ会社の役職員は、監査役からその業務執行に関する事項の報告を求められた場合、速やかに当

該事項につき報告を行うこととしております。 

 

11．前項の報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いをうけないことを確保するための体制 

当社の監査役へ報告を行った当社および当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利益な扱い

を行うことを禁止しております。 

 

12．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務 

の処理に係る方針に関する事項 

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要

でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。 

 

13．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

当社は、監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、以下の体制を構築しております。 

① 社長と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつこととしております。 

②「内部監査規程」において、監査部長は監査役と定期的および必要に応じて連携を図り、意見・情報交換を行わなけ

ればならない旨を定め、監査役の監査の実効性確保を図っております。 

 

 

以 上 


